
平成 22 年度以降の本学学生寮の入寮対象者の変更について 

 

 本学は、現在建設中の新寮が平成 23 年度に小石川寮隣に完成することから、今年度 10

月以降の入寮者に対して、以下の通り入寮対象者および入寮期間の変更を行いますのでお

知らせします。また、現在すでに在寮している学生については、今回の変更にかかわらず

入寮許可証に書かれた日付まで在寮可能ですのでご安心ください。 

 

変更前 
 対象 入寮期間 

小石川寮 学部 4 年生 

大学院生 

最長 1 年 

最短修業年限 

国際学生宿舎 学部 1～3 年生 

留学生（全正規学生） 

3 年生修了まで 

最短修業年限 

変更後 
 対象 入寮期間 

小石川寮 大学院生 最短修業年限（変更なし） 

国際学生宿舎 全学部生 

 

留学生（全正規学生） 

学部生→4 年生まで在寮可能 

ただし、入寮期間は 2 年更新制とする 

最短修行年限（変更なし） 

 

＊現在国際学生宿舎または小石川寮に在寮している寮生の取扱いについて 

○国際学生宿舎在寮生 

 これまでは、4 年生へ進級する学生は小石川寮へ入寮申請してもらっていましたが、今年

度からは寮を希望する学生は国際学生宿舎に来年度も残留するための申請をしていただき

ます。 

 これまでの小石川寮の申請にした 4 年生の許可者数（例年 30 名強）は入居を許可する予

定です。 

 

○小石川寮在寮生 

 4 年生は今後在寮できないことになりますが、今年度の在寮生は来年度大学院に進学しな

い限り原則として在寮できないので、特別な取り扱いは行いません。 

 また、大学院へ進学しても小石川寮に継続して在寮を希望する場合には、通常と同じ申

請を行い選考を受けなければなりません。自動的に在寮期間が延長されることはありませ

んので注意してください。（前期課程から後期課程への進学の場合も同様です） 


